
     

調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領の制定について（平成 28 年３月 31 日付け 27 林整計第 367 号森林整備部長通知） 

一部改正新旧対照表   
                         

       （下線部は改正部分） 
改     正     後 現           行 

別紙 別紙 
調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領 

１～４ （略） 

 

５ 旅費交通費の積算 

（略） 

 

(1) 積算上の基地及び滞在地 

 ① 基地 

旅費交通費の積算上の基地は、原則として受注者の所在地とし、公共交通機関を利用する場合は、

受注者の所在地から最寄りの駅又は停留所等とする。 

なお、激甚な災害の復旧等のため、広域的に技術者の確保が必要となる場合は、受発注者協議の

上、技術者ごとに所属する会社等の所在地を基地とした旅費交通費を加算することができる。 

② 滞在地 

旅費交通費の積算上の滞在地は、現地作業・調査、打合せ等を行う最寄りの市町村役場（支所等を

含む）とする。 

 

(2)～(5) （略） 

 

【参  考】 

１・２ （略） 

調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領 

１～４ （略） 

 

５ 旅費交通費の積算 

（略） 

 

(1) 積算上の基地 

旅費交通費の積算上の基地は、原則として受注者の所在地とし、公共交通機関を利用する場合は、受

注者の所在地から最寄りの駅又は停留所等とする。 

なお、激甚な災害の復旧等のため、広域的に技術者の確保が必要となる場合は、受発注者協議の上、

技術者ごとに所属する会社等の所在地を基地とした旅費交通費を加算することができる。 

 

 

 

 

 

(2)～(5) （略） 

 

【参  考】 

１・２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
附 則 

この通知は令和８年４月１日から施行する。 

別紙３ 
 


